
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平

成
2
7
年
度

 
児
童
母
子
等
福
祉
対
策
事
業
概
要

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ど
も
未
来
課
・
子
育
て
支
援
課
 

     
事

業
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 
事

業
の

内
容

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 実
施

 
 年
度

 
 

   補
助
・
単
独
別

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  事
業

費
 

 
 

 
 

 
 
（
千
円
）

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 
備

考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  １
 
児

童
館

運
営

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 児
童
館
15
館
を
設
置
し
児
童
の
健
全
育
成
を
図
る
。
 

 館
長
（
非
常
勤
）
1人

・
児
童
厚
生
員
2人

・
体
力
指
導
員
等
1～

2人
、
 

 各
館
に
配
置
。
 

 

  Ｓ
41
 

 

   
 
単
 
独
 

 

 
15
0,
34
4 

 
 

  1
5館

分
 

 

  ２
 
遺

児
対

策
事

業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ・
入
学
祝
金
（
小
・
中
）
  
小
学
校
、
中
学
校
入
学
時
 

・
中
学
校
卒
業
祝
金
 
 
  
中
学
校
卒
業
時
 

 

  Ｓ
47
 

 

   
  
県
１
／
２
 

 

 
  

 
1,
03
5 

 
 

 

 ・
弔
慰
金
 
 
 
  
  
  
  
父
も
し
く
は
母
の
死
亡
時
 

 

  Ｓ
48
 

 

 
単
  

独
 

 

 
  

 
 
30
0 

   

  ３
 
母

親
ク

ラ
ブ

助
成

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  児
童
館
と
の
連
携
に
よ
り
児
童
の
健
全
育
成
を
図
る
。
 

 

  Ｓ
48
 

 

 
単
  

独
 

 

 
  

 
2,
59
5 

    1
5ク

ラ
ブ
×
 1
73
,0
00
円
＝
 2
,5
95
千
円
 

 
 ４

  
女
性
・
家
庭
児
童
相
談
 

 

  相
談
員
３
人
を
配
置
し
各
種
相
談
に
応
ず
る
。
 

 

  Ｓ
40
 

 

  （
女
）
国
 

 基
準
額
の
 1
/2
 

 （
家
）
単
 独

 
 

 
  

 
7,
22
4 

    市
嘱
託
3人

分
 

 女
性
相
談
員
1人

、
家
庭
相
談
員
1人

、
 

 母
子
父
子
自
立
支
援
員
兼
女
性
相
談
員
 

1人
 

 
  ５

  
母
子
寡
婦
福
祉
会
助
成
 

 

  母
子
・
寡
婦
家
庭
の
福
祉
向
上
の
た
め
助
成
す
る
。
 

 

 
   

 
単
 
独
 

 

 
  

 
 
20
8 

   

  ６
助

産
施

設
入

所
  

 

  経
済
上
、
環
境
上
必
要
な
妊
産
婦
の
入
所
。
 

 

  Ｓ
47
 

 

   
国
 
 5
／
10
 

  
県
 2
.5
／
10
 

 

 
  

  
2,
94
0 
    2

6年
度
  
6件

 

 

  ７
 
ひ

と
り

親
家

庭
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
医

療
費

給
付

事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  対
象
者
は
ひ
と
り
親
家
庭
の
18
歳
年
度
末
ま
で
の
児
童
と
そ
の
児
童
 

 を
扶
養
す
る
父
母
、
及
び
父
母
の
な
い
18
歳
年
度
末
ま
で
の
児
童
。
 

 

  Ｓ
56
 

 

   
  
県
１
／
２
 

 

 
  

18
5,
00
0 

   

  ８
 
乳

幼
児

等
医

療
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
給

付
事

業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 小
学
校
入
学
前
の
乳
幼
児
等
の
医
療
費
（
保
険
診
療
）
の
自
己
負
担
 

 分
を
給
付
す
る
。
 

 

  Ｓ
48
 

 

 
県
１
／
２
 

 

 
  
 3
02
,0
00
 
    2
6年

度
実
質
給
付
額
  
27
5,
35
5,
08
8 
円
 

 2
6年

度
給
付
件
数
 
  
  
  
15
9,
13
1 
件
 

 小
・
中
学
生
の
入
院
医
療
費
及
び
4歳

～
 

就
学
前
の
自
己
負
担
相
当
額
は
単
独
助
成
 

 
 



  
事

業
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
事

業
の

内
容

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
実
施

 
 

年
度

 

 

  
補
助
・
単
独
別

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
事

業
費

 
 

 
 

 
 

 
（
千
円
）

 
 

 
 

 
 

 

  
備

考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  ９
 
児

童
扶

養
手

当
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
支

給
事

業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  父
又
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
（
18
歳
年
度
末
ま
で
、
 

心
身
に
中
度
以
上
の
障
害
が
あ
る
場
合
20
歳
未
満
）
を
監
護
し
て
い
 

る
、
又
は
父
、
養
育
し
て
い
る
者
に
手
当
を
支
給
す
る
。
 

 

  Ｓ
37
 

 

 
国
１
／
３
 

 

 
 1
,5
00
,0
00
 
    2
6年

度
末
受
給
者
数
 
  
  
  

3,
07
1 
人
 

26
年
度
支
給
実
績
 
  
  
1,
47
8,
03
6千

円
 

 

  1
0 

児
童
手
当
支
給
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  中
学
校
修
了
前
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
者
に
手
当
を
支
給
す
る
。
 

所
得
制
限
を
越
え
て
い
る
場
合
は
特
例
給
付
が
適
用
さ
れ
る
。
 

  Ｈ
24
 

 

 被用
者(
0歳

～3
歳未

満)
 

  
 
 
国
 3
7/
45
 

  
 
 
県
  
4/
45
 

 非
被用

者(
0歳

～3
歳未

満)
 

  
 
 
国
  
 4
/6
 

  
  
  
 県

  
 1
/6
 

 3
歳以

上小
学校

修了
前(

第1
子 

 ､
第2

子)
 国

  
 4
/6
 

  
 
 
 県

  
 1
/6
 

 3
歳以

上小
学校

修了
前(

第3
子 

 以
降)
  

国
  
 4
/6
 

  
 
 
 県

  
 1
/6
 

 小
学校

修了
後中

学校
修了

前 
  
  
  
 国

  
 4
/6
 

  
 
 
 県

  
 1
/6
 

所
得
制
限
以
上
世
帯
 

国
  
 4
/6
 

  
 
 
県
  
 1
/6

 

 
 3
,5
01
,0
00
 
   26

年
度
末
受
給
者
数
 
  
  
  
16
,7
97
 人

 
26
年
度
支
給
実
績
 
  
  
3,
51
6,
03
5千

円
 

  



  
事

業
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
事

業
の

内
容

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
実
施

 
 

年
度

 

 

  
補
助
・
単
独
別

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
事

業
費

 
 

 
 

 
 

 
（
千
円
）

 
 

 
 

 
 

 

  
備

考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  1
1 

子
育
て
短
期
支
援
事
業
 

 

  保
護
者
が
疾
病
等
の
社
会
的
事
由
に
よ
り
児
童
の
養
育
が
一
時
的
に
 

 困
難
と
な
っ
た
場
合
一
時
的
に
養
育
す
る
。
 

  
・
養
育
期
間
…
…
７
日
以
内
 

 

  Ｈ
5 

 

   
国
 
１
／
２
 

 

 
  

 
  
23
1 

    浩
々
学
園
 

 

  1
2 

子
ど

も
の

た
め

の
 

教
育
・
保
育
給
付
費
 

 

  私
立
 7
9施

設
、
定
員
 6
,7
70
人
。
 

（
保
育
所
30
施
設
、
幼
稚
園
3施

設
、
認
定
こ
ど
も
園
46
施
設
）
  

   
 国

 
１
／
２
 

  
 県

 
１
／
４
 

 

 
 5
,2
00
,0
00
 
  

H
2
6ま

で
は
保
育
所
入
所
運
営
費

 

  1
3 

保
育

料
収

納
業

務
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
委

託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  保
育
所
に
保
育
料
の
収
納
業
務
を
委
託
し
、
保
育
料
の
納
入
促
進
を
 

図
る
。
 

 

  Ｈ
21
 

 

 
単
  
独
 

 

 
  

  
2,
13
5 

   納
付
書
1枚

当
た
り
 
95
円
 

 

  1
4 

保
育
事
業
研
修
委
託

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  保
育
職
員
の
研
修
を
八
保
連
に
委
託
し
、
資
質
の
向
上
を
図
る
。
 

 

  Ｓ
48
 

 

 
県
 
１
／
２
 

 

 
  
  
  
 6
63
 
     

  1
5 
 ふ

れ
あ
い
保
育
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 （

 
軽
  
 
度
 
）
 

 

  保
育
に
欠
け
る
軽
度
の
障
が
い
児
を
保
育
所
に
入
所
さ
せ
て
、
健
全
 

な
社
会
性
の
成
長
発
達
を
促
進
す
る
た
め
、
健
常
児
と
共
に
集
団
保
 

育
を
行
う
。
 

 

  県
 

 Ｓ
52
 

 八
戸
 

 Ｓ
53
 

 

 
単
  
独
 

 

 
  
  
 9
,9
42
 
   

  1
6 

障
が
い
児
保
育
事
業
 

  
 
（
 
中
 
程
 
度
 
）
 

 

  保
育
に
欠
け
る
中
程
度
の
心
身
障
が
い
児
を
保
育
所
に
入
所
さ
せ
て
、
 

 健
全
な
社
会
性
の
成
長
発
達
を
促
進
す
る
た
め
、
健
常
児
と
共
に
集
 

団
 保

育
を
行
う
。
 

 

  八
戸
 

 Ｈ
15
 

 

   
  
 単

  
独
 

 

 
  
  
20
,6
25
 
   

  1
7 

保
育
所
地
域
活
動
事
業
 

 

 小
学
校
低
学
年
児
童
の
適
切
な
処
遇
、
安
全
の
確
保
等
を
図
る
た
め
、
 

一
時
保
育
の
場
を
活
用
し
児
童
を
受
け
入
れ
る
。
  

  

  Ｈ
元
 

 

   
 
 単

 
独
 

 

 
廃
止
 

   2
6年

度
 
5施

設
 

 

  1
8 
 一

時
預

か
り

事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  家
庭
に
お
い
て
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
っ
た
児
 

童
を
保
育
所
等
に
お
い
て
一
時
的
に
預
か
り
必
要
な
保
護
を
行
う
。
 

 

  Ｈ
2 

 

   
  
国
１
／
３
 

 
 
県
１
／
３
 

 

 
  

 8
4,
83
9 

    4
1施

設
  

 



  

  
事

業
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
事

業
の

内
容

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
実
施

 
 

年
度

 
 

  
補
助
・
単
独
別

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
事

業
費

 
 

 
 

 
 

 
（
千
円
）

 
 

 
 

 
 

 

  
備

考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  1
9 

延
長

保
育

事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  就
労
形
態
の
多
様
化
等
に
伴
い
、
11
時
間
の
開
所
時
間
を
超
え
て
保
 

 育
を
行
う
。
 

 

  Ｈ
6 

 

   
 国

１
／
３
 

  
  
県
１
／
３
 

 

 
  
 3
77
,4
95
 
    7

2施
設
 

 

  2
0 
 地

域
子

育
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 支

援
拠

点
事

業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  地
域
に
お
い
て
親
子
の
交
流
等
を
促
進
し
、
子
育
て
の
不
安
感
を
緩
 

 和
し
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
図
る
。
 

  
 ・

子
育
て
親
子
の
交
流
の
場
の
提
供
と
交
流
の
促
進
 

  
 ・

子
育
て
等
に
関
す
る
相
談
・
援
助
の
実
施
 

  
 ・

地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の
提
供
 

  
 ・

子
育
て
及
び
子
育
て
支
援
に
関
す
る
講
習
等
の
実
施
 

  
・
地
域
支
援
活
動
の
実
施
 

  Ｈ
6 

 

   
 国

１
／
３
 

 
 
県
１
／
３
 

 

 
  
  
54
,7
68
 
    一

般
型
(6
～
7日

型
) 

 2
施
設
 

 一
般
型
(3
～
4日

型
) 

13
施
設
 

 

21
 保

育
所
広
域
入
所
委
託
 
市
内
に
居
住
す
る
保
育
に
欠
け
る
児
童
に
つ
い
て
、
居
住
 

地
以
外
の
市
町
村
の
保
育
所
へ
入
所
希
望
が
あ
っ
た
場
合
 

に
対
応
し
、
保
育
所
の
広
域
的
な
利
用
の
円
滑
化
を
図
る
。
 

  Ｈ
10
 

 

   
  
―
―
―
―
 

 

   
 ―

―
―
―
 

 

  事
業
費
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
の
た
め
の
 

教
育
・
保
育
給
付
費
に
含
ま
れ
る
。
 

 

  2
2 

認
可

外
保

育
施

設
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
児

童
対

策
事

業
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
補

助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  認
可
外
保
育
施
設
が
入
所
児
童
に
対
し
て
実
施
す
る
内
科
、
歯
科
検
 

 診
（
各
年
２
回
）
に
要
す
る
費
用
の
一
部
及
び
入
所
児
童
の
処
遇
向
 

上
の
た
め
、
保
育
材
料
の
購
入
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
。
 

  
・
入
所
児
童
健
康
診
断
事
業
 
 
  
 4
5千

円
 

  
・
保
育
材
料
費
補
助
 
 
 
 
  
  
24
3千

円
 

 

  Ｈ
10
 

 

   
  
県
１
／
４
 

 

 
  
  

 
28
8 

   

  2
3 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
 

事
業
(仲

良
し
ク
ラ
ブ
) 

 

  原
則
と
し
て
、
小
学
校
1年

～
3年

の
児
童
を
対
象
に
遊
び
を
中
心
 

 と
し
た
生
活
の
場
を
与
え
、
児
童
の
健
全
育
成
を
図
る
。
 

 

  Ｓ
52
 

 

   
 国

１
／
３
 

  
 県

１
／
３
 

 

 
  
 1
67
,9
39
 
    4
7ク

ラ
ブ
開
設
 

 

  2
4 

休
日

保
育

事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
等
に
お
い
て
保
育
に
欠
け
る
児
童
に
対
す
る
 

 保
育
を
実
施
す
る
。
 

 

  Ｈ
13
 

 

   
  
―
―
―
―
 

 

 
  
 ―

―
―
―
 
   事

業
費
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
の
た
め
の
 

教
育
・
保
育
給
付
費
に
含
ま
れ
る
。
 

 



  
事

業
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
事

業
の

内
容

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
実
施

 
 

年
度

 

 

  
補
助
・
単
独
別

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
事

業
費

 
 

 
 

 
 

 
（
千
円
）

 
 

 
 

 
 

 

  
備

考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  2
5 
 病

児
・
病
後
児
保
育
事
業
 

 

  病
児
保
育
に
お
い
て
は
、
児
童
が
病
気
の
「
回
復
期
に
至
ら
な
い
場
 

 合
」
で
あ
り
、
か
つ
、
当
面
の
症
状
の
急
変
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
 

 病
後
児
保
育
に
お
い
て
は
、
児
童
が
病
気
の
「
回
復
期
」
で
あ
り
、
 

か
つ
、
集
団
保
育
が
困
難
な
場
合
、
当
該
児
童
を
保
育
所
、
病
院
等
 

に
付
設
さ
れ
た
専
用
ス
ペ
ー
ス
で
一
時
的
に
保
育
す
る
。
 

  病
後
 

 児
 

 Ｈ
13
 

  病
児
 

 Ｈ
21
 

 

   
 国

１
／
３
 

  
 県

１
／
３
 

 

 
  

 4
6,
93
3 

    病
児
保
育
 …

 村
上
こ
ど
も
医
院
 

滝
沢
小
児
科
内
科
医
院
 

 病
後
児
保
育
…
明
星
こ
ど
も
園
 

中
居
林
こ
ど
も
園
 

南
売
市
保
育
園
 

  2
6 
 待

機
児

童
解

消
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
促

進
事

業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  認
可
外
保
育
施
設
に
従
事
す
る
職
員
の
健
康
診
断
費
を
助
成
す
る
も
 

 の
。
 
 

  
  

     

  Ｈ
15
 

   

   
 国

１
／
３
 

  
 県

１
／
３
 

 

 
 
 
 
 
 
  
5
7 

    

  2
7 

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
 

  
  
セ

ン
タ

ー
事

業
 

 

  育
児
の
援
助
を
受
け
た
い
者
と
育
児
の
援
助
を
行
い
た
い
者
を
組
織
 

化
し
、
育
児
に
関
す
る
相
互
援
助
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
市
民
 

が
仕
事
と
育
児
を
両
立
で
き
る
環
境
を
整
備
し
、
地
域
の
子
育
て
支
 

援
を
行
う
事
業
。
 

  Ｈ
18
 

 

   
 国

１
／
３
 

 
 
県
１
／
３
 

 

 
  

 
6,
31
1 

    社
会
福
祉
法
人
八
戸
市
社
会
福
祉
協
議
会
 

 へ
運
営
業
務
を
委
託
 

 

  2
8 

子
育
て
サ
ロ
ン
支
援
事
業
 

 

  地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
市
内
21
地
区
で
、
家
庭
で
子
育
て
を
し
て
 

 い
る
家
庭
に
育
児
相
談
や
交
流
の
場
を
提
供
し
て
い
る
サ
ロ
ン
活
動
 

を
支
援
す
る
事
業
。
 

 

  Ｈ
19
 

 

   
  
単
 
独
 

 

 
  

 
1,
32
4 

    社
会
福
祉
法
人
八
戸
市
社
会
福
祉
協
議
会
 

 へ
委
託
 

 

  2
9 

子
育
て
つ
ど
い
の
広
場
 

  
 
事

業
 

 

  親
子
の
交
流
等
を
促
進
し
、
子
育
て
の
不
安
感
を
緩
和
し
、
子
ど
も
 

の
健
や
か
な
育
ち
を
図
る
と
と
も
に
、
中
心
市
街
地
の
創
出
を
図
る
。
 

  
 ・

子
育
て
親
子
の
交
流
の
場
の
提
供
と
交
流
の
促
進
 

  
 ・

子
育
て
等
に
関
す
る
相
談
・
援
助
の
実
施
 

  
 ・

地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の
提
供
 

  
 ・

子
育
て
及
び
子
育
て
支
援
に
関
す
る
講
習
等
の
実
施
 

  
・
豊
か
な
遊
び
の
空
間
の
提
供
と
遊
び
や
も
の
づ
く
り
に
関
す
る
 

体
験
講
座
等
の
実
施
 

・
地
域
の
子
育
て
力
を
高
め
る
取
組
の
実
施
 

  

 
 

Ｈ
22
 

 

   
 
国
１
／
３
 

 
 
県
１
／
３
 

   

 
  

 1
4,
22
6 

   は
ち
の
へ
未
来
ネ
ッ
ト
へ
運
営
業
務
を
 

委
託
 

 

  3
0 

幼
稚
園
就
園
奨
励
事
業
 

 

  保
護
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
幼
児
教
育
の
振
興
を
促
進
す
る
た
 

め
、
家
庭
の
所
得
状
況
に
応
じ
て
保
育
料
等
を
減
免
す
る
私
立
幼
稚
 

園
設
置
者
に
対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
す
る
事
業
。
  

 
S4
7 

   
 国

１
／
３
 

  
  

 
  

14
0,
99
2 

    2
6年

度
 
対
象
幼
稚
園
 
31
園
 

（
市
内
23
園
、
市
外
8園

）
 

 



  
事

業
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
事

業
の

内
容

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
実
施

 
 

年
度

 

 

  
補
助
・
単
独
別

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
事

業
費

 
 

 
 

 
 

 
（
千
円
）

 
 

 
 

 
 

 

  
備

考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  3
1 

放
課
後
子
ど
も
教
室
 

  
  
運

営
費
 

  勉
強
や
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
活
動
等
の
取
組
み
を
実
施
す
る
こ
と
 

に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
地
域
社
会
の
中
で
、
心
豊
か
で
健
や
 

か
に
育
ま
れ
る
環
境
づ
く
り
を
推
進
す
る
。
 

  Ｈ
19
    

 国
１
／
３
 

  
 県

１
／
３
 

 

 
  
 
 1
,5
02
  
  
 
 
 
 
  

  
5放

課
後
子
ど
も
教
室
 

  3
2 

八
戸
童
話
会
補
助
金
 

  児
童
文
化
の
実
演
を
通
し
て
子
ど
も
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
、
 

八
戸
童
話
会
が
行
う
事
業
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。
 

  Ｓ
35
 

 

   
  
単
 
独
 

 
50
 
  

  3
3 

八
戸

市
子

ど
も

会
 

  
  
育
成
連
合
会
補
助
金
 

  子
ど
も
会
育
成
組
織
相
互
の
緊
密
な
連
携
の
も
と
に
、
子
ど
も
会
の
 

自
主
的
な
活
動
を
推
進
し
、
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
健
全
な
育
成
を
 

図
る
た
め
、
事
業
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。
 

 

  Ｓ
36
 

 

 
単
 
独
 

 
 

1,
02
0 

    
子
ど
も
会
育
成
事
業
 
 
50
0
千
円
 

 
地
域
活
動
推
進
事
業
 
 
52
0
千
円
 

 



平
成

2
7
年
度

 
高
齢
者
福
祉
対
策
事
業
概
要

 
高
齢
福
祉
課
 

事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
補
助
・
単
独
別

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

１
 
老
人
ホ
ー
ム
 

入
所
措
置
事
業
 

在
宅
で
の
生
活
が
困
難
な
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
養
護
老
 

人
ホ
ー
ム
に
入
所
措
置
す
る
。
 

・
養
護
老
人
ホ
ー
ム
 
 
 
  
3ヶ

所
 

Ｓ
38
 

単
 
独
 

14
1,
11
1 

 
長
生
園
、
晴
ヶ
丘
老
人
ホ
ー
ム
、
津
軽
ひ
か
り
荘
 

２
 
緊
急
通
報
装
置
 

貸
与
事
業
 

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
及
び
ひ
と
り
暮
ら
し
の
重
度
 

身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
て
、
緊
急
時
の
連
絡
体
制
の
整
備
を
図
 

る
た
め
、
通
報
装
置
を
貸
与
す
る
。
 

Ｈ
5 

単
 
独
 

3,
83
2 

 

３
 
老
人
日
常
生
活
 

用
具
給
付
事
業

 

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等
の
日
常
生
活
を
容
易
に
す
る
 

た
め
に
、
電
磁
調
理
器
・
火
災
警
報
器
・
自
動
消
火
器
を
給
付
す
る
。

 

Ｓ
48

 
単
 
独

 
21
1 

 

４
 
老
人
福
祉
 

電
話
設
置
事
業
 

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
宅
に
設
置
し
、
孤
独
 

感
の
解
消
、
安
否
の
確
認
と
各
種
相
談
を
行
う
。
 

設
置
費
（
移
設
）
を
市
で
負
担
す
る
。
 

Ｓ
50

 
単
 
独

 
1,
31
6 

 

５
 
寝
具
洗
濯
乾
燥
 

消
毒
サ
ー
ビ
ス
 

事
業
 

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
や
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
あ
 

っ
て
、
心
身
の
障
が
い
及
び
傷
病
等
に
よ
り
寝
具
の
衛
生
管
理
が
困
難
 

な
方
に
対
し
て
、
洗
濯
・
乾
燥
・
消
毒
又
は
乾
燥
・
消
毒
の
サ
ー
 

ビ
ス
を
提
供
す
る
。
 

Ｈ
13
 

単
 
独
 

36
6 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
者
へ
委
託
 

６
 
軽
度
生
活
援
助
 

事
業
 

介
護
保
険
の
対
象
外
で
、
援
助
を
要
す
る
高
齢
者
等
に
対
し
て
、
ホ
ー
 

ム
ヘ
ル
パ
ー
が
訪
問
し
、
軽
易
な
日
常
生
活
の
援
助
を
行
う
。
 

Ｈ
12
 

単
 
独
 

91
7 

 

７
 
生
き
が
い
活
動
支
 

援
通
所

サー
ビス
事
業
 

介
護
保
険
の
対
象
外
で
、
支
援
が
必
要
な
高
齢
者
に
対
し
て
、
日
常
 

動
作
訓
練
及
び
入
浴
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
。
 

Ｈ
12
 

単
 
独
 

3,
16
4 

平
成
27
年
度
当
初
 

実
施
施
設
 
・
委
託
施
設
10
施
設
 

（
ﾃ゙
ｲｻ

ﾋー
ｽ゙ｾ
ﾝﾀー

10
カ
所
）
 



 

事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
補
助
・
単
独
別

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

８
 
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
 

運
営
事
業
 

独
り
暮
ら
し
の
者
、
夫
婦
の
み
の
世
帯
に
属
す
る
者
及
び
家
族
に
よ
 

る
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
者
で
あ
っ
て
、
高
齢
の
た
め
独
立
 

し
て
生
活
す
る
こ
と
に
不
安
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
一
時
的
に
短
 

期
間
の
住
居
を
提
供
す
る
。
 
 
2か

所
 

Ｈ
13
 

単
 
独
 

13
,0
14
 

八
戸
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
、
ア
イ
ビ
ス
 

９
 
単
位
老
人
ク
ラ
ブ
 

育
成
事
業
 

老
人
ク
ラ
ブ
活
動
を
育
成
す
る
た
め
、
老
人
ク
ラ
ブ
が
行
う
活
動
に
 

対
し
て
補
助
金
を
交
付
す
る
。
 

Ｓ
38
 

県
２
／
３
 

単
 
独
 

8,
45
3 

年
度
途
中
に
新
規
設
立
し
た
ク
ラ
ブ
 

（
県
補
助
対
象
外
ク
ラ
ブ
）
に
は
、
 

市
単
独
助
成
を
行
う
 

10
 
老
人
ク
ラ
ブ
 

連
合
会
育
成
事
業
 

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
で
実
施
す
る
次
の
事
業
へ
補
助
金
を
交
付
す
る
。
 

・
連
合
会
の
運
営
 

・
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
等
の
特
別
事
業
 

・
健
康
づ
く
り
事
業
 

Ｓ
47
 

県
２
／
３
 

単
 
独
 

3,
42
4 

 

11
 
社
会
奉
仕
活
動
等
 

促
進
事
業
 

高
齢
者
の
社
会
奉
仕
活
動
等
を
促
進
し
、
高
齢
者
の
奉
仕
精
神
の
 

高
揚
、
社
会
活
動
へ
の
参
加
、
生
き
が
い
づ
く
り
を
図
る
。
 

・
友
愛
活
動
（
施
設
慰
問
）
 

・
公
共
施
設
等
の
清
掃
奉
仕
 

・
老
人
ク
ラ
ブ
加
入
促
進
及
び
社
会
参
加
推
進
事
業
 

・
趣
味
活
動
事
業
（
菊
づ
く
り
、
高
齢
者
作
品
展
へ
の
参
加
等
）
 

Ｓ
55
 

単
  
独
 

1,
72
8 

 

12
 
地
区
敬
老
会
 

助
成
事
業
 

民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
等
で
主
催
す
る
地
区
の
敬
老
会
へ
補
 

助
金
を
交
付
す
る
。
 

Ｓ
42
 

単
 
独
 

35
,3
67
 

75
歳
以
上
の
者
、
助
成
額
１
人
当
た
り
 1
,1
00
円
 

13
 
敬
老
祝
金
 

支
給
事
業
 

長
寿
を
祝
福
す
る
と
と
も
に
、
社
会
に
貢
献
し
た
功
績
を
た
た
え
、
 

そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
88
歳
(米

寿
)及

び
10
0歳

 

の
高
齢
者
に
祝
金
を
支
給
す
る
。
 

Ｓ
49
 

単
 
独
 

17
,0
10
 

支
給
額
 

10
0 
歳
 
 
  
 
 
10
0,
00
0 
円
 

米
寿
( 
88
歳
) 
 
 
 1
0,
00
0 
円
 



事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
補
助
・
単
独
別

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

14
 
老
人
い
こ
い
の
家
 

等
設
置
運
営
事
業
 

高
齢
者
の
教
養
向
上
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
、
老
人
福
 

祉
セ
ン
タ
ー
、
老
人
い
こ
い
の
家
を
設
置
す
る
。
 

 

Ｓ
48
 

単
 
独
 

58
,9
18
 

（
う
ち
南
郷

6,
80
0）

 

・
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
…
馬
淵
荘
 

・
老
人
い
こ
い
の
家
…
…
臥
牛
荘
、
青
山
荘
、
 

諏
訪
荘
、
う
み
ね
こ
荘
、
海
浜
荘
 

指
定
管
理
者
：
東
北
医
療
福
祉
事
業
協
同
組
合
 

（
平
成
26
年
度
～
30
年
度
）
 

・
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
…
南
郷
 

指
定
管
理
者
：
八
戸
市
社
会
福
祉
協
議
会
 

（
平
成
26
年
度
～
30
年
度
）
 

15
 
鷗
盟
大
学
 

運
営
事
業
 

60
歳
以
上
の
高
齢
者
を
対
象
に
一
般
教
養
、
園
芸
、
生
活
福
祉
等
の
 

学
習
を
通
じ
、
社
会
参
加
を
促
し
生
き
が
い
の
向
上
を
図
る
。
 

・
実
施
場
所
…
…
総
合
福
祉
会
館
 

Ｓ
51
 

単
 
独
 

7,
75
0 

専
任
講
師
 4
人
  
他
大
学
講
師
等
 

ク
ラ
ブ
活
動
…
…
俳
句
、
川
柳
、
詩
吟
、
日
本
舞
 

踊
、
コ
ー
ラ
ス
、
書
道
、
ダ
ン
ス
、
民
謡
、
グ
ラ
 

ン
ド
ゴ
ル
フ
等
 

16
 
高
齢
者
趣
味
の
 

教
室
運
営
事
業
 

共
通
の
趣
味
活
動
を
通
じ
、
仲
間
づ
く
り
、
老
後
の
生
き
が
い
向
上
 

を
図
る
た
め
趣
味
の
教
室
を
開
催
す
る
。
 (
60
歳
以
上
) 

・
陶
芸
教
室
（
６
月
～
11
月
）
 
臥
牛
荘
で
実
施
 

・
組
紐
教
室
（
６
月
～
10
月
）
 
臥
牛
荘
で
実
施
 

Ｓ
53
 

単
 
独
 

79
7 

 

17
 
高
齢
者
特
別
乗
 

車
証
交
付
事
業
 

70
歳
以
上
の
高
齢
者
（
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
以
上
及
び
愛
護
手
帳
、
 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者
は
除
く
）
に
社
会
参
加
の
促
 

進
と
生
き
が
い
向
上
の
た
め
、
市
内
全
線
使
用
で
き
る
市
営
バ
ス
・
 

南
部
バ
ス
共
通
の
バ
ス
特
別
乗
車
証
を
交
付
す
る
。
 

Ｓ
49
 

単
 
独
 

50
3,
01
3 

 

18
 
高
齢
者
バ
ス
回
 

数
券
交
付
事
業
 

市
営
バ
ス
・
南
部
バ
ス
が
運
行
し
て
い
な
い
地
域
住
民
に
民
間
バ
ス
 

会
社
の
回
数
券
を
交
付
す
る
。
対
象
者
は
、
高
齢
者
特
別
乗
車
証
対
 

象
者
と
同
じ
。
 

Ｓ
53
 

単
 
独
 

13
2 

・
十
和
田
観
光
電
鉄
バ
ス
回
数
券
 

(4
～
3月

交
付
分
) 

 

  



 事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
補
助
・
単
独
別

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

19
 
は
り
・
き
ゅ
う
 

あ
ん
ま
・
マ
ッ
 

サ
ー
ジ
施
術
費
 

助
成
事
業
 

70
歳
以
上
の
高
齢
者
及
び
65
歳
以
上
の
心
身
障
害
者
（
愛
護
手
帳
所
 

持
者
及
び
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
以
上
）
に
、
身
体
機
能
の
促
進
、
 

健
康
保
持
の
た
め
、
は
り
、
き
ゅ
う
、
あ
ん
ま
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術
 

費
の
一
部
助
成
券
を
交
付
す
る
。
 

・
助
成
額
 
１
回
（
助
成
券
１
枚
）
 8
00
円
 

・
助
成
券
 
１
人
年
間
9枚

支
給
 

Ｓ
62
 

単
 
独
 

3,
28
7 

指
定
施
術
所
の
み
利
用
可
 

 



平
成

2
7
年
度

 
高
齢
者
福
祉
対
策
（地

域
支
援
事
業
）事

業
概
要

 
健
康
増
進
課
、
介
護
保
険
課
、
高
齢
福
祉
課
 

事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
財
源
構
成

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

１
 
二
次
予
防
事
業
対
象
 

者
把
握
事
業
 

 

要
介
護
状
態
と
な
る
お
そ
れ
の
高
い
高
齢
者
（
二
次
予
防
事
業
対
象
 

者
）
の
心
身
、
介
護
、
生
活
機
能
等
に
関
す
る
状
況
を
調
査
し
、
介
 

護
予
防
に
関
す
る
課
題
分
析
を
早
期
に
行
う
た
め
、
各
地
区
担
当
の
 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
や
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
 

職
員
が
高
齢
者
の
自
宅
等
に
訪
問
等
し
て
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
 

を
実
施
す
る
。
 

Ｈ
18
 

国
 
 
 
 
25
％
 

県
 
 
 
12
.5
％
 

支
払
基
金
 
28
％
 

1号
保
険
料
 2
2％

 

市
 
 
  
12
.5
％
 

1,
72
8 

 

                     



事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
財
源
構
成

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

２
 
通
所
型
介
護
予
防
 

事
業
 

二
次
予
防
事
業
対
象
者
に
対
し
て
、
運
動
機
能
の
向
上
、
栄
養
改
善
、
 

口
腔
機
能
の
向
上
等
に
資
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
所
形
態
で
実
施
す
 

る
と
と
も
に
、
目
標
の
達
成
状
況
に
関
す
る
評
価
を
行
う
。
 

Ｈ
18
 

国
 
 
 
 
25
％
 

県
 
 
 
12
.5
％
 

支
払
基
金
 
28
％
 

1号
保
険
料
 2
2％

 

市
 
 
  
12
.5
％
 

15
,7
64
 

 

 

＜
体
力
ア
ッ
プ
支
援
事
業
＞
 

身
体
の
運
動
機
能
の
低
下
に
よ
り
要
介
護
状
態
に
移
行
す
る
お
そ
 

れ
の
あ
る
二
次
予
防
事
業
対
象
者
に
対
し
、
介
護
予
防
用
マ
シ
ー
 

ン
に
よ
る
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
等
を
実
施
す
る
。
 

 
 

南
郷
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
 

 

＜
運
動
機
能
向
上
事
業
＞
 

運
動
機
能
の
低
下
し
て
い
る
二
次
予
防
事
業
対
象
者
に
、
ス
ト
レ
ッ
 

チ
や
マ
シ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入
れ
た
運
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
 

施
す
る
。
 

 
 

委
託
施
設
 
２
か
所
 

 

＜
口
腔
機
能
向
上
事
業
＞
 

口
腔
機
能
の
低
下
し
て
い
る
二
次
予
防
事
業
対
象
者
に
、
口
腔
内
の
 

衛
生
状
態
の
改
善
や
、
嚥
下
機
能
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

Ｈ
19
 

 
受
託
歯
科
医
院
 
32
か
所
 

 

＜
栄
養
改
善
事
業
＞
 

低
栄
養
状
態
の
二
次
予
防
事
業
対
象
者
に
、
栄
養
相
談
や
栄
養
指
導
、
 

料
理
教
室
等
を
実
施
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
委
託
事
業
所
 
２
か
所
 

 

＜
閉
じ
こ
も
り
予
防
事
業
＞
 

家
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
な
二
次
予
防
事
業
対
象
者
に
、
レ
ク
リ
エ
ー
 

シ
ョ
ン
及
び
軽
体
操
を
中
心
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
、
生
活
 

の
活
性
化
を
図
る
。
 

 
 

 

 

＜
認
知
症
予
防
事
業
＞
 

二
次
予
防
事
業
対
象
者
に
対
し
、
音
楽
を
通
し
て
軽
体
操
や
レ
ク
リ
 

エ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
な
が
ら
認
知
機
能
の
低
下
を
予
防
す
る
こ
と
 

を
目
指
す
。
 

Ｈ
23
 

 
委
託
施
設
 
１
か
所
 

    



事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
財
源
構
成

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

３
 
訪
問
型
介
護
予
防
 

事
業
 

認
知
症
、
う
つ
、
閉
じ
こ
も
り
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
通
所
形
態
で
の
 

事
業
参
加
が
困
難
な
二
次
予
防
事
業
対
象
者
に
対
し
、
訪
問
に
よ
る
 

介
護
予
防
の
た
め
の
指
導
を
行
う
。
 

＜
訪
問
指
導
＞
 

認
知
症
、
う
つ
、
閉
じ
こ
も
り
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
二
次
予
防
事
業
 

対
象
者
に
対
し
、
看
護
師
及
び
保
健
師
等
が
訪
問
に
よ
る
指
導
を
行
 

う
。
 

Ｈ
18
 

国
 
 
 
 
25
％
 

県
 
 
 
12
.5
％
 

支
払
基
金
 
28
％
 

1号
保
険
料
 2
2％

 

市
 
 
  
12
.5
％
 

5,
03
6 

 

４
 
介
護
予
防
普
及
 

啓
発
事
業
 

65
歳
以
上
の
者
に
対
し
、
介
護
予
防
に
関
す
る
知
識
の
普
及
・
啓
発
 

を
行
い
、
介
護
予
防
に
向
け
た
取
り
組
み
が
主
体
的
に
実
施
さ
れ
る
 

よ
う
支
援
す
る
。
 

＜
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
＞
 

介
護
予
防
に
資
す
る
基
本
的
な
知
識
を
普
及
啓
発
す
る
た
め
の
パ
ン
 

フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
配
布
す
る
。
 

＜
健
康
教
育
＞
 

医
師
、
歯
科
医
師
、
理
学
療
法
士
、
健
康
運
動
指
導
士
、
歯
科
衛
生
 

士
、
保
健
師
、
栄
養
士
等
に
よ
る
健
康
教
育
を
開
催
し
、
介
護
予
防
 

に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
を
図
る
。
 

Ｈ
18
 

1,
45
3 

 

           



事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
補
助
・
単
独
別

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

５
 
地
域
介
護
予
防
 

活
動
支
援
事
業
 

65
歳
以
上
の
者
に
対
し
、
自
発
的
か
つ
主
体
的
な
介
護
予
防
に
資
す
 

る
活
動
の
育
成
・
支
援
を
行
う
。
 

Ｈ
18
 

国
 
 
 
 
25
％
 

県
 
 
 
12
.5
％
 

支
払
基
金
 
28
％
 

1号
保
険
料
 2
2％

 

市
 
 
  
12
.5
％
 

14
,2
11
 

 

 

＜
健
康
相
談
＞
 

介
護
予
防
に
関
す
る
個
別
の
相
談
に
対
し
、
医
師
、
保
健
師
等
が
応
 

じ
、
介
護
予
防
及
び
心
身
の
健
康
増
進
を
図
る
。
 

 
 

 

 

＜
生
き
が
い
と
健
康
づ
く
り
推
進
事
業
＞
 

教
養
講
座
の
開
催
や
生
産
活
動
等
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 

高
齢
者
の
生
き
が
い
と
健
康
づ
く
り
を
図
る
。
（
ほ
っ
と
サ
ロ
ン
等
）
 

 
 

 

 

＜
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
・
活
用
事
業
＞
 

介
護
予
防
に
関
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
人
材
育
成
を
図
る
た
め
の
 

研
修
会
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
各
種
事
業
 

へ
の
参
加
を
促
進
す
る
。
 

 
 

 
 

 

＜
介
護
予
防
教
室
＞
 

日
常
生
活
の
中
で
実
践
で
き
る
、
介
護
予
防
に
関
す
る
知
識
や
技
術
 

の
普
及
を
図
る
た
め
、
各
種
の
介
護
予
防
教
室
を
開
催
す
る
。
 

 
 

 
 

 
＜
シ
ニ
ア
楽
楽
運
動
教
室
＞
 

高
齢
者
の
運
動
器
の
機
能
向
上
を
目
的
に
運
動
教
室
を
開
催
す
る
。
 

Ｈ
19
 

 
 

 

＜
地
域
回
想
法
＞
 

地
域
で
回
想
法
を
展
開
し
、
高
齢
者
同
士
の
仲
間
づ
く
り
や
介
護
予
防
 

に
つ
な
げ
る
。
 

Ｈ
23
 

 
 

 

＜
シ
ニ
ア
は
つ
ら
つ
ポ
イ
ン
ト
＞
 

高
齢
期
を
迎
え
る
市
民
の
社
会
参
加
及
び
地
域
後
見
を
奨
励
し
、
介
 

護
施
設
等
で
の
活
動
等
を
通
じ
て
自
ら
の
介
護
予
防
を
図
る
。
 

 
 

 
 

   



事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
補
助
・
単
独
別

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

６
 
介
護
予
防
ケ
ア
マ
 

ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
 

二
次
予
防
事
業
対
象
者
が
要
介
護
状
態
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
 

め
、
心
身
の
状
況
や
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
の
状
況
に
応
じ
て
、
対
 

象
者
自
ら
の
選
択
に
基
づ
き
、
介
護
予
防
事
業
そ
の
他
の
適
切
な
事
 

業
が
包
括
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
援
助
を
行
 

う
。
 

Ｈ
18
 

国
 
 
  

39
.0
％
 

県
 
  

  
19
.5
％
 

1号
保
険
料
  
22
％
 

市
  
 
 
 1
9.
5％

 

1,
63
7 

 

７
 
総
合
相
談
支
援
 

事
業
 

地
域
に
お
け
る
支
援
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の
把
握
に
努
め
、
相
談
 

に
応
じ
る
と
と
も
に
、
継
続
的
か
つ
専
門
的
に
支
援
を
行
う
。
 

ま
た
、
高
齢
者
虐
待
へ
の
対
応
や
成
年
後
見
制
度
の
活
用
な
ど
、
権
 

利
擁
護
に
関
す
る
支
援
を
行
う
。
 

Ｈ
18
 

8,
64
1 

高
齢
者
あ
ん
し
ん
相
談
窓
口
 

虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
営
 

８
 
包
括
的
・
継
続
的
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
 

個
々
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
指
導
や
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
 

地
域
に
お
い
て
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び
関
係
機
関
 

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
並
び
に
社
会
資
源
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
 

そ
の
活
用
を
図
る
。
 

Ｈ
18
 

25
1 

 

             



事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
補
助
・
単
独
別

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

９
 
家
族
介
護
支
援
 

事
業
 

高
齢
者
を
介
護
す
る
家
族
の
身
体
的
・
精
神
的
・
経
済
的
負
担
の
軽
 

減
を
目
的
と
し
て
、
介
護
用
品
や
介
護
慰
労
金
の
支
給
、
及
び
認
知
 

症
高
齢
者
見
守
り
推
進
事
業
と
し
て
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
の
支
 

援
、
あ
ん
し
ん
カ
ー
ド
事
業
を
行
う
。
 

Ｈ
18
 

国
 
  

  
39
.0
％
 

県
  
  

  
19
.5
％
 

1号
保
険
料
  
22
％
 

市
  

  
 1
9.
5％

 

19
,6
32
 

 

 

＜
介
護
慰
労
金
の
支
給
＞
 

65
歳
以
上
の
ね
た
き
り
高
齢
者
等
と
同
居
し
、
１
年
以
上
在
宅
で
 

介
護
し
て
い
る
方
に
慰
労
金
を
支
給
す
る
。
 

 
 

・
１
人
あ
た
り
支
給
額
 
30
,0
00
円
（
年
１
回
）
 

 

ま
た
、
要
介
護
４
又
は
５
で
１
年
間
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
 

い
な
い
高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
に
対
し
介
護
慰
労
金
 

を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
介
護
者
も
被
介
護
者
も
市
民
税
非
課
税
世
 

帯
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 

・
１
人
 
10
0,
00
0 
円
 

 

＜
介
護
用
品
の
支
給
＞
 

要
介
護
度
４
、
５
で
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
在
宅
高
齢
者
を
介
護
し
 

て
い
る
家
族
に
対
し
て
、
介
護
用
品
を
支
給
す
る
。
 

   

 
・
２
カ
月
毎
に
配
達
 

・
１
人
年
間
 
75
,0
00
円
以
内

 

＜
認
知
症
高
齢
者
見
守
り
推
進
事
業
＞
 

（
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
支
援
）
地
域
住
民
、
学
校
、
職
域
等
多
く
の
 

市
民
が
認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
の
人
や
家
族
に
さ
り
げ
 

な
い
声
か
け
や
温
か
く
見
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
認
知
症
サ
ポ
 

ー
タ
ー
養
成
講
座
を
開
催
し
、
そ
の
講
師
役
で
あ
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
 

メ
イ
ト
を
支
援
す
る
。
 

Ｈ
21
 

 
・
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
会
 

・
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
教
材
整
備
 

（
あ
ん
し
ん
カ
ー
ド
事
業
）
市
内
に
住
む
お
お
む
ね
65
歳
以
上
で
 

認
知
症
等
に
よ
り
徘
徊
し
て
自
宅
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
 

お
そ
れ
が
あ
る
方
の
情
報
を
事
前
に
登
録
し
、
も
し
登
録
者
が
徘
徊
 

し
て
保
護
さ
れ
た
場
合
、
す
み
や
か
に
家
族
等
に
連
絡
す
る
。
 

 
 

 

    



事
 

 
業

 
 
名

 
事

 
 

 
業

 
 

 
の

 
 

 
内

 
 

 
容

 
実
施

 

年
度

 
補
助
・
単
独
別

 
事

 
業

 
費

 

（
千
円
）

 
備

 
 

 
 

 
 
考

 

10
 
地
域
自
立
生
活
 

支
援
等
事
業
 

高
齢
者
が
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
 

各
種
事
業
を
実
施
す
る
。
 

Ｈ
18
 

国
 
  

  
39
.0
％
 

県
  
  

  
19
.5
％
 

1号
保
険
料
  
22
％
 

市
  

  
 1
9.
5％

 

74
3 

 

 

＜
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
＞
 

成
年
後
見
制
度
の
市
長
に
よ
る
申
し
立
て
及
び
必
要
な
者
に
対
す
る
 

経
費
の
助
成
を
行
う
。
 

 
 

 

 

＜
住
宅
改
修
支
援
事
業
＞
 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
業
務
の
う
ち
、
介
護
報
酬
の
対
象
と
な
ら
な
い
 

住
宅
改
修
の
申
請
書
に
添
付
す
る
理
由
書
の
作
成
業
務
に
対
す
る
報
 

酬
を
助
成
す
る
。
 

 
 

 

 

＜
生
活
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー
推
進
事
業
＞
 

介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
高
齢
者
の
困
り
ご
と
を
手
伝
う
担
い
手
 

（
サ
ポ
ー
タ
ー
）
を
養
成
し
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
市
民
に
よ
る
支
 

え
合
い
を
支
援
す
る
。
 

さ
ら
に
、
サ
ポ
ー
タ
ー
自
身
の
社
会
参
加
や
自
己
実
現
を
行
う
機
会
 

に
つ
な
げ
て
い
く
。
 

 
 

・
2在

介
に
養
成
業
務
を
委
託
 

  



平
成
27
年
度
 
高
齢
者
福
祉
対
策
（
介
護
保
険
関
連
）
事
業
概
要
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
介

護
保

険
課
 

 

事
 
業
 
名
 

 

 

事
 
 
業
 
 
の
 
 
内
 
 
容
 

 

 

実
施
 

年
度
 

 

 

補
助
・
単
独
別
 

 

 

事
 
業
 
費
 

（
千
円
）
 

 

 

備
 
 
 
考
 

 

  １
 低

所
得

者
対

策
 

  
 事

 
 
 
 
 
業
 

               

  介
護
保
険
制
度
導
入
に
伴
う
負
担
の
激
変
緩
和
の
観
点
か
ら
、
低
所
得
者
 

 等
の
訪
問
介
護
に
係
る
利
用
者
負
担
額
を
軽
減
す
る
。
 

 
・
障
害
者
 
 
 
 
 
 
 
12
年
度
か
ら
 
 1
0%
→
 3
% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
年
７
月
か
ら
 
 
→
 6
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
年
７
月
か
ら
 
 
→
10
%(
軽
減
終
了
) 

 

・
低
所
得
世
帯
の
高
齢
者
  
12
年
度
か
ら
 
 1
0%
→
 3
% 

15
年
７
月
か
ら
  
 
→
 6
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
年
度
か
ら
 
  
 
→
10
%(
軽
減
終
了
) 

 
・
制
度
移
行
対
象
者
 
 
 
18
年
度
か
ら
 
 
0%
 

 

     Ｈ
12
 

     

         
 
  県
３
／
４
 

市
１
／
４
 

      

       

1,
43
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

対
象
者
 
15
年
度
 
 2
90
人
 

16
年
度
 
 2
52
人
 

17
年
度
 
 2
08
人
 

18
年
度
 
  
57
人
 

19
年
度
 
 
48
人
 

20
年
度
 
 
44
人
 

21
年
度
 
 
 0
人
 

22
年
度
 
 
 0
人
 

23
年
度
 
 
 0
人
 

24
年
度
 
 
 0
人
 

25
年
度
 
 
 0
人
 

26
年
度
 
 
 0
人
 

 
 
 
 
 
 

 

低
所
得
者
に
対
す
る
利
用
料
を
軽
減
す
る
社
会
福
祉
法
人
等
に
対
し
、
軽
減
 

額
が
一
定
額
を
超
え
た
場
合
に
助
成
す
る
。
 

      

   Ｈ
13
 

       

   
 
 
対
象
法
人
等
 
対
象
者
  

 1
5年

度
  
11
法
人
 
 
 1
08
人
 

 1
6年

度
 
12
法
人
  
 
 1
12
人
 

４
～
９
月
  
11
法
人
 
  
76
人
 

 
17
年
度
  
 1
0～

３
月
 
14
事
業
所
  
63
人
 

 
  
  
 ユ
ニ
ッ
ト
 
 2
事
業
所
  
 9
人
 

18
年
度
 
32
事
業
所
 
  
82
人
 

  
19
年
度
 
33
事
業
所
 
 
71
人
 

 
20
年
度
 
30
事
業
所
 
 
82
人
 

 
21
年
度
 
34
事
業
所
 
 
91
人
 

22
年
度
 
31
事
業
所
 
 
79
人
 

23
年
度
 
32
事
業
所
 
 
80
人
 

24
年
度
 
35
事
業
所
 
 
82
人
 

25
年
度
 
36
事
業
所
 
 
84
人
 

26
年
度
 
34
事
業
所
 
 
72
人
 



  ２
 住

 
宅
 
改
 
修
 

支
 
援
 
事
 
業

 

  ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
業
務
の
う
ち
介
護
報
酬
の
対
象
と
な
ら
な
い
住
宅
 

 改
修
の
申
請
書
に
添
付
す
る
理
由
書
の
作
成
業
務
に
対
す
る
報
酬
 

 （
平
成
18
年
度
か
ら
介
護
保
険
特
別
会
計
の
地
域
支
援
事
業
の
任
意
事
業
 

 
と
し
て
実
施
）

 

  Ｈ
13
 

     

   
 国

 
39
.0
 %
 

  
県
 
19
.5
 %
 

  
市
 
19
.5
 %
 

  
第
１
号
保
険
料
 

 
22
 %
 
  

 

 

  
 4
4 

 

 

対
象
者
 
15
年
度
 
  
51
件
 

16
年
度
 
 
 3
件
 

17
年
度
 
 
 5
件
 

18
年
度
 
 
 8
件
 

19
年
度
 
 
 5
件
 

20
年
度
 
 
 9
件
 

21
年
度
 
 
12
件
 

22
年
度
 
 
16
件
 

23
年
度
 
 
14
件
 

24
年
度
 
 
 9
件
 
 

25
年
度
 
 
11
件
 

26
年
度
 
 
13
件
 

 

 



平
成

2
7
年
度

 
障
が
い
福
祉
対
策
事
業
概
要

 

障
が
い
福
祉
課

 

 

事
業

名
 

 

 

事
業

の
内

容
 

 

実
施

 

 

年
度

 

 

補
助
・
単
独
別

 

 

事
業
費

 

 

（
千
円
）

 

 

備
考

 

 

１
  
身

体
障
害

者
手

帳
の
 

 
 
交
 
 
 
 
 
 
 
付
 

身
体
障
害
者
福
祉
法
第

15
条
第

4
項
に
基
づ
き
交
付
す
る
。
 

Ｓ
26
 

―
―
―
―
 

―
―
―
 

手
帳
交
付
人
数
 
8,
82
6
人
 

（
27
.3
.3
1
現
在
）
 

２
 
更

生
医
療

給
付

事
業
 

身
体
障
が
い
者
の
更
生
に
必
要
な
医
療
で
、
そ
の
障
が
い
を
除
去
又
は

軽
減
し
て
、
日
常
生
活
を
容
易
に
す
る
た
め
の
医
療
費
の
一
部
を
公
費

で
負
担
す
る
。
 

 
(例

) 
じ
ん
臓
機
能
障
害
の
血
液
透
析
、
心
臓
手
術
等
 

S2
5 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

40
0,
00
0 

26
年
度
 
9,
23
4
件
 

３
 
育

成
医
療

給
付

事
業
 

肢
体
不
自
由
、
視
覚
障
害
、
聴
覚
・
音
声
障
害
ま
た
は
先
天
性
内
臓
疾

患
、
心
臓
疾
患
な
ど
を
も
つ

18
歳
未
満
の
児
童
で
、
そ
の
疾
患
を
放
置

す
れ
ば
、
将
来
、
障
が
い
に
至
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
医
療
費
の
一

部
を
公
費
で
負
担
す
る
。
 

Ｈ
25
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

8,
00
0 

26
年
度
 
39
6
件
 

４
 
身

体
障
害

者
補

装
具
 

 
 
費

支
給

事
業

 

失
わ
れ
た
部
位
、
欠
陥
の
あ
る
部
分
を
補
う
用
具
に
係
る
費
用
を
支
給

し
て
い
る
。
 

Ｓ
48
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

58
,0
00
 
26

年
度
 
57
1
件
 

５
 
身

体
障
害

児
補

装
具
 

 
 
費

支
給

事
業

 

失
わ
れ
た
部
位
、
欠
陥
の
あ
る
部
分
を
補
う
用
具
に
係
る
費
用
を
支
給

し
て
い
る
。
支
給
に
伴
い
、
申
請
者
が
負
担
す
べ
き
額
の

3
分
の

2
を

市
が
助
成
し
て
い
る
。
 

Ｓ
48
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

単
独
 

→
自
己
負
担
分
の

2/
3
を
市
が
助
成
 

18
,0
00
   

（
単
独
）
 

(9
00
) 

26
年
度
 
13
0 
件
 

６
 
軽
度
・
中
等
度
難
聴
児
 

 
 
補

聴
器

購
入

費
 

 
 
補

助
事

業
 

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
軽
度
・
中
等
度
の
難
聴
児

（
18

歳
未
満
）
に
対
し
、
補
聴
器
の
購
入
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。
 

Ｈ
25
 

単
 
独
 

60
0 

26
年
度
 
10

人
15
 個

 

７
 
更

生
訓

練
費

支
給
 

事
 
 
 
 
 
 
 
業
 

機
能
訓
練
及
び
職
業
訓
練
の
施
設
入
所
（
通
所
）
者
に
対
し
更
生
訓
練

費
を
支
給
し
、
社
会
復
帰
の
促
進
を
図
る
。
 

Ｓ
43
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

11
4 

実
績
な
し
 

８
 
自

立
支
援

給
付

事
業
 

障
が
い
者
及
び
障
が
い
児
が
、
能
力
及
び
適
正
に
応
じ
、
自
立
し
た
日

常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
給
付
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
。
 

Ｈ
18
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

3,
82
1,
76
0 

 

９
 
障

害
児

通
所

支
援
 

 
 
給
 
 付

  
事
  

業
 

Ｈ
18
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

49
6,
55
3 

  

10
 
巡

回
・

訪
問

診
査
 

事
 
 
 
 
 
 
 
業
 

在
宅
訪
問
診
査
（
整
形
外
科
）
を
年

1
回
実
施
す
る
。
 

Ｓ
46
 

単
 
独
 

 

 
 
 
64
 
医
師
、
看
護
師
謝
礼
ほ
か
 



 

事
業

名
 

 

 

事
業

の
内

容
 

 

実
施

 

 

年
度

 

 

補
助
・
単
独
別

 

 

事
業
費

 

 

（
千
円
）

 

 

備
考

 

 

11
 
身
体
障
害
者
福
祉
電
話
 

 
 
基

本
料
金

助
成

事
業
 
 
 
 
 
 

外
出
困
難
な
重
度
障
が
い
者
の
家
庭
に
福
祉
電
話
を
設
置
し
、
緊
急
時

の
連
絡
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
を
確
保
す
る
。
基
本
料
金
と

移
設
費
は
市
が
負
担
。
 

Ｓ
50
 

単
 
独
 

 

 
 
 
18
4  

 

26
年
度
 
対
象
者

4
人
 

12
 
重

度
身

体
障

害
者
 

日
常

生
活

用
具
 

給
付

事
業
 

重
度
の
身
体
障
が
い
者
に
、
日
常
生
活
を
容
易
に
す
る
た
め
に
特
殊
寝

台
や
点
字
図
書
を
給
付
し
、
日
常
生
活
の
便
宜
を
図
る
。
 

Ｓ
44
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

66
,0
00
 
26

年
度
 
5,
80
4
件
 

13
 
重

度
身

体
障

害
児
 

日
常

生
活

用
具
 

給
付

事
業
 

重
度
の
身
体
障
が
い
児
に
、
日
常
生
活
を
容
易
に
す
る
た
め
に
入
浴
や

訓
練
用
ベ
ッ
ト
等
を
給
付
し
、
日
常
生
活
の
便
宜
を
図
る
。
 

Ｓ
44
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

  
  
8,
00
0 

26
年
度
 
 
57
8 
件
 

14
 
障

害
支

援
区

分
認

定
 

調
査

事
業
 

障
が
い
者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
障

が
い
者
の
心
身
の
状
態
を
総
合
的
に
判
断
す
る
た
め
、
障
害
支
援
区
分

の
認
定
調
査
を
行
う
。
 

Ｈ
18
 

国
１
／
２
 

 

  
12
,3
21
 
 

15
 
障

害
支

援
区

分
判

定
 

審
査

事
業
 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る
障
が
い
者
に
つ
い
て
、
認
定

調
査
員
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
後
、
医
師
等
で
構
成
す
る
判
定
審
査
会

に
よ
り
、
障
害
支
援
区
分
を
決
定
す
る
。
 

Ｈ
18
 

国
１
／
２
 

5,
47
6 

 

16
 
自
動
車
運
転
免
許
取
得
 

 
 
・

自
動

車
改

造
費
 

助
成

事
業
 

障
が
い
者
が
自
動
車
運
転
免
許
を
取
得
す
る
場
合
及
び
就
労
等
に
伴
い

自
動
車
を
改
造
す
る
場
合
、
そ
の
費
用
を
助
成
し
障
が
い
者
の
社
会
復

帰
を
図
る
。
 

Ｓ
55
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

1,
00
0 

26
年
度
 
自
動
車
改
造
 
 
5
台
 

運
転
免
許
取
得
 
 5

人
 

 
 
 
 
 

17
 
特

別
障
害

者
手

当
等
 

 
 
給

付
事

業
 

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
在
宅
重
度
障

が
い
者
に
手
当
を
支
給
す
る
。
 

Ｓ
50
 

国
３
／
４
 

13
1,
00
0 

26
年
度
 
受
給
者
 
 
50
8 
人
 

18
 
特
別
児
童
扶
養
手
当
給

付
事

業
 

心
身
に
中
度
以
上
の
障
が
い
の
あ
る

20
歳
未
満
の
障
が
い
児
を
家
庭

で
監
護
、
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
支
給
さ
れ
る
。
 

Ｓ
39
 

国
 

1,
28
9 

市
に
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
支
給

関
係
事
務
費
と
し
て
国
か
ら
交
付
さ

れ
る
。
 

26
年
度
 
受
給
者
数
 
60
7
人
 

19
 
心

身
障

害
者

扶
養
 

共
済

掛
金

補
給

事
業
 

青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
に
、
そ
の
掛

金
の
一
部
を
補
給
す
る
。
 

・
非
課
税
世
帯
 
50
/1
00
 
 
・
均
等
割
世
帯
 
30
/1
00
 

 
加
入
者
死
亡
の
場
合
、
障
が
い
者
に
月
額
２
万
円
（
２
口
加
入
は

4

万
円
）
の
年
金
が
県
よ
り
支
給
さ
れ
る
。
 

Ｓ
45
 

単
 
独
 

85
8 

対
象
者
 
 
 1
3 
人
 

加
入
者
 
 
13
4
人
 

（
27
.3
.3
1
現
在
）
 



 

事
業

名
 

 

 

事
業

の
内

容
 

 

実
施

 

 

年
度

 

 

補
助
・
単
独
別

 

 

事
業
費

 

 

（
千
円
）

 

 

備
考

 

 

20
 
訪

問
入
浴

サ
ー

ビ
ス
 

事
 

 
 

 
 

 
業
 

歩
行
が
困
難
で
移
送
に
耐
え
ら
れ
な
い
重
度
の
身
体
障
が
い
者
に
対
し

訪
問
入
浴
車
を
派
遣
し
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
。
 

Ｈ
12
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

20
,0
00
 
 

21
 
身

体
障
害

者
更

生
館
 

管
理

運
営

事
業
 

心
身
障
が
い
者
の
社
会
交
流
促
進
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
の
便
宜
を

供
与
す
る
。
ま
た
、
在
宅
の
障
が
い
者
に
対
し
、
支
援
・
ピ
ア
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
・
相
談
・
情
報
提
供
等
を
総
合
的
に
行
う
。
 

Ｓ
53
 

単
 
独
 

13
,4
38
 
 

22
 
重

度
心

身
障

害
者
 

医
療

費
助

成
事

業
 

対
象
者
 

 
・
身
体
障
害
者
手
帳

1
級
・
2
級
及
び

3
級
の
内
部
障
が
い
者
 

 
・
愛
護
（
療
育
）
手
帳
Ａ
の
知
的
障
が
い
者
 

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

1
級
 

※
医
療
保
険
に
よ
る
自
己
負
担
額
を
助
成
す
る
。
 

Ｓ
49
 

県
１
／
２
 

40
0,
00
0 

受
給
者
 
4,
53
4
人
 

（
27
.3
.3
1
現
在
）
 

23
 
障

が
い
者

バ
ス

特
別
 

乗
車

証
交

付
事

業
 

６
歳
以
上
の
障
が
い
者（

身
体
障
害
者
手
帳
４
級
以
上
及
び
愛
護
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者
）
に
社
会
参
加
の
促
進
と
生
き

が
い
増
進
の
た
め
、
市
営
バ
ス
及
び
南
部
バ
ス
の
市
内
全
線
で
使
用
で

き
る
バ
ス
特
別
乗
車
証
を
交
付
す
る
。
 

Ｈ
15
 

単
 
独
 

  
―
―
―
  

26
年
度
 
交
付
者
数
 
 

身
体
障
が
い
者
 
 
2,
16
7
人
 

知
的
障
が
い
者
 
 
 
88
2
人
 

精
神
障
が
い
者
 
 
1,
21
6
人
 

24
 
障

害
者
バ

ス
回

数
券
 

交
付

事
業
 

市
営
バ
ス
及
び
南
部
バ
ス
が
運
行
し
て
い
な
い
地
域
住
民
に
、
十
和
田

観
光
バ
ス
会
社
の
回
数
券
を
交
付
す
る
。
対
象
者
は
、
バ
ス
特
別
乗
車

証
対
象
者
と
同
じ
。
 

Ｈ
15
 

単
 
独
 

  
  
 7
 
26

年
度
 
交
付
者
数
 
 
  

身
体
障
が
い
者
 
  
  
0 
人
 

 

25
 
手

話
通

訳
者

設
置
 

事
 
 
 
 
 
 
 
業
 

福
祉
事
務
所
に
設
置
し
、
ろ
う
あ
者
か
ら
の
依
頼
に
応
え
、
各
方
面
で

意
思
伝
達
の
援
助
を
行
う
。
 

Ｓ
55
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

6,
40
3 

通
訳
者
 
 
2 
人
 

26
 
手

話
通

訳
者

派
遣
 

事
 
 
 
 
 
 
 
業
 

官
公
庁
、
学
校
、
医
療
関
係
等
を
ろ
う
あ
者
が
訪
問
す
る
場
合
に
手
話

通
訳
者
を
派
遣
す
る
。
 

Ｈ
17
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

75
2 
 手

話
通

訳
者

派
遣

事
業

登
録

者
 
 

20
人
 

（
27
.7
.1

現
在
）
 

27
 
要

約
筆
記

者
等

派
遣
 

 
 
事
 
 
 
 
 
 
 
業
 

要
約
筆
記
者
・
市
外
へ
の
手
話
通
訳
者
を
派
遣
依
頼
す
る
。
 

Ｈ
18
 

国
１
／
２
 

県
１
／
４
 

41
3 

 

28
 
療

育
（
愛

護
）

手
帳
 

 
 
の

交
付
 

療
育
手
帳
制
度
要
綱
に
基
づ
き
交
付
す
る
。
 

Ｓ
48
 

―
―
―
―
 

―
―
―
 

手
帳
交
付
者
数
 
1,
82
2
人
 

（
27
.3
.3
1
現
在
）
 

29
 
重

度
心

身
障

害
者
 

タ
ク

シ
ー

料
金
 

助
成

事
業
 

バ
ス
利
用
困
難
な
在
宅
重
度
心
身
障
が
い
者
に
対
し
て
タ
ク
シ
ー
利
用

の
一
部
を
助
成
し
、
生
活
行
動
範
囲
の
拡
大
及
び
社
会
参
加
を
促
進
す

る
。
 

Ｓ
58
 

単
 
独
 

14
,1
79
 
助

成
額
 
 
 5
90
 円

／
回
 

助
成
回
数
 
 
  

4 
回
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 1
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精

神
障

害
者

保
健
 

福
祉

手
帳

の
交

付
 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第

45
条
に
基
づ
き

交
付
 

Ｈ
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―
―
―
―
 

―
―
―
 

手
帳
交
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 2
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（
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自
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援
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（
精
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院
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理
 

障
害
者
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日
常
生
活
及
び
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会
生
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を
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合
的
に
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る
た
め
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第
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条
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基
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き
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Ｈ
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―
―
―
―
 

―
―
―
 

承
認
件
数
 
 
 
 4
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08
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（
27
.3
.3
1
現
在
）
 

 



▽平成27年度　　

対象事業の内容
補助
単独

別 予算額 備　　考

活動費 22,396 44,000×509人

活動費 1,864 4,000×466人

活動費 104 4,500×23人

会の運営及び研修等
に要する費用

5,933

活動費 609 7,000×87人

地域福祉活動費 32,047

1 局長等給料 23,639

2 福祉活動専門員設置 7,281

3 県福祉大会 27

4 市福祉大会 180

5
地区社会福祉協議会
活動費

920

追悼式費 193

運営管理費 6,554

運営管理費 19,031

運営管理費 31,182

運営管理費 77,412

運営管理費 2,790

運営管理費 9,092 バス　　2台

民生委員地区会長活動費

市民保養所「洗心荘」指定管理料

総合福祉会館指定管理料

ほのぼのコミュニティ21
推進事業委託料

福祉公民館・福祉体育館指定管理
料

単独

そ　の　他　の　福　祉
単位：千円

福祉バス運営委託料

福祉協力員活動費

社会福祉協議会補助

八戸市連合遺族会補助

市立集会場「更上閣」指定管理料

民生委員活動費

単独

単独

補助

補助

単独

単独

単独

単独

単独

単独

補助

単独

単独

単独

事　　業　　名

単独

単独

民生委員協議会補助

児童委員活動費

補助


